
 

 

神川町緑の基本計画 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

緑と緑地の概念図 

緑地の分類 

緑 
① 山林、雑木林(平地林及び斜面林)、社寺境内地、屋敷林、農地、牧草地 
② 河川、水路、湿地等の水面及び水辺 
③ 公園、広場、グラウンド 
④ 学校、庁舎、道路などの公共公益施設における植栽地等 
⑤ 住宅、工場、事業所などにおける植栽地 

緑地 

 
施設緑地 

〇都市公園 
・都市公園法で規定されるもの 

〇公園に類似する緑地 
・公共公益施設の植栽地 

・都市公園以外の公開空地 

・社寺境内地 

・市民農園 

など 

地域性緑地 
〇法の指定区域等によるもの 
・森林、保安林区域等 

・自然公園区域、史跡、名勝等 

・農用地区域 

・河川区域 など 

〇条例等によるもの 
〇協定等によるもの 

など 

施 設 緑 地 

緑 地 

地域性緑地 

街区公園、近隣公園、地区公園、運動公園、
総合公園、都市緑地など 

公共公益施設の植
栽地 

民間施設緑地

法によるもの 

公共施設緑地

都 市 公 園 等

公園・緑地に準じ
る機能を持つ施設 

都市公園法で規定
する公園・緑地 

都市公園以外の公
園・緑地 

広場・レクリエーション施設など 

自転車・歩行者専用道路 
市民農園・グラウンドなど 

学校の植栽地、道路環境施設帯及び植樹帯、
その他の公共公益施設の植栽地 

市民緑地、公開空地、公開している企業グラ
ウンド、社寺境内地など 

緑地保全地域、特別緑地保全地区（都市緑地法） 
風致地区(都市計画法) 
生産緑地地区（生産緑地法） 
自然公園（自然公園法） 
自然環境保全地域（自然環境保全法） 
農業振興地域・農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律） 
河川区域（河川法） 
保安林区域（森林法） 
地域森林計画対象民有林（森林法） 
保存樹・保存樹林（都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関
する法律） 
史跡・名勝・天然記念物（文化財保護法） 

条例・要綱等による緑地の確保、緑地の保全地区、緑化の協定地区、
樹木地の保存契約、協定による工場植栽地など 
 

緑地協定（都市緑地法） 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水辺 や 農地 、樹 林 地 、山 林 、原 野な ど 、本町 の 緑及 び 、こ れ

ま で 創 出 し て き た 都 市 公 園 や 公 共 施 設 、 住 宅 地 等 の 緑 に つ い

ては 、緑 地と し て の確 保 と町 民 参加 によ る 有効 な 活用 を図 り、

将 来 に わ た っ て 緑 の 現 状 を 維 持 ・ 向 上 し て い く 取 り 組 み を 進

めま す 。  

 

 

公園 緑 地や 公 共・民 間の 緑 化な ど 、引き 続き 、ま ちづ く りの

中 で 形 成 し て い く 緑 に つ い て は 、 都 市 公 園 を は じ め 施 設 緑 地

の 整 備 や 全 般 の 利 用 の 水 準 を 高 め て い く と と も に 、 水 と 緑 の

ネッ ト ワー ク に資 する 道 路や 河 川・水 路の 緑 化の 推 進、身 近な

公共 施 設の 緑 化の 充実 な どを 図 る取 り組 み を進 め ます 。  

 

 

本町 の 緑を 維 持管 理・充 実 し てい く 推 進力 と して 、町 民 参 加

を促 進 し 、町民 や 企 業と 行 政の 連 携・協 力に よ る取 り 組み を進

め る と と も に 、 緑 を 広 げ る た め の 効 果 的 な 参 加 活 動 の 支 援 と

緑の 普 及・ 啓 発を 図り ま す。  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


